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請求明細書

Ⅱ．データの作成と送信準備

改版履歴

版数 改定年月 該当頁 内容

1.3.1 令和6年7月 全般 ・ボタン「様式第七・七の二」を「様式第七」「様式第七の二」に変更した画像に
変更

64 注意欄「また、サービス種類「43：居宅支援」と「46：予防支援」を同一事業所
で登録することはできません。」を削除



０．はじめに

簡易入力ソフトを終了します。
複数の事業所データを扱う場合は、

はじめにこの事業所番号を切り替えます。

＜様式第七＞ 

＜様式第七の二＞

＜様式第七の三＞

様式第七、様式第七の二および様式

第七の三のデータを作成、修正、閲

覧します。

＜給付管理票＞

給付管理票データを作成、修正、閲

覧します。

＜送付ファイル作成＞

作成した請求明細書、給付管理票か

ら送付ファイルを作成して、伝送通

信ソフト、または外部媒体（※）へ

渡します。
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＜伝送通信ソフト＞

伝送通信ソフトを起動して、国保連

合会へ送付ファイルを送信します。

・[メニュー表示方法]に“居宅介護
支援事業所向け”を選択している場合

[メニュー表示方法]を切り替えます。

簡易入力ソフトを終了します。
複数の事業所データを扱う場合は、

はじめにこの事業所番号を切り替えます。

＜当月提供分＞

＜月遅れ請求、返戻再請求＞

請求明細書データを作成、修正、閲

覧します。

月遅れ請求を行う場合や、返戻があ

り翌月に再請求を行う場合は、＜月

遅れ請求、返戻再請求＞から作成し

ます。

＜給付管理票＞

給付管理票データを作成、修正、閲

覧します。

＜送付ファイル作成＞

作成した請求明細書、給付管理票か

ら送付ファイルを作成して、伝送通

信ソフト、または外部媒体（※）へ

渡します。

＜伝送通信ソフト＞

伝送通信ソフトを起動して、国保連

合会へ送付ファイルを送信します。

・[メニュー表示方法]に“小規模多機能
型居宅介護事業者向け”を選択している
場合

[メニュー表示方法]を切り替えます。



所在地の単位数単価の地域区分を選択します。

“特別地域加算”、“小規模事業所加算”についても

［地域区分］で選択します。

※ “特別地域加算”、“小規模事業所加算”を

 選択した場合、地域区分“その他”の単価で

 計算されます。

サービス種類による設定可能

項目については「サービス種類

マップ」（P.69）を参照してください。

サービスの提供を

終了する予定がない

場合は「令和99年12

月」を入力します。

台帳

Ⅰ．インストール後の設定

［事業所の分類］欄で“請求業務、給付管理業務、審査結果印

刷などを行う事業所”を選択していない場合、本ページの内容を

入力する必要はありません。

地域包括支援センターからケアプランの作成を委託された事業所の場合、その地域包括支援センターを
事業所台帳へ登録し、［サービス種類］へ“介護予防サービス”“46：予防支援”を設定します。

  委託された給付管理票を作成する場合には、給付管理票を委託した地域包括支援センターの事業所番号で
ログインし、給付管理票を作成してください。

選択可能なサービス種類は、事業所区
分によって絞り込まれています。サービ
ス種類が表示されない場合は､［事業所
区分］の設定を確認してください。

＝＝ ［事業所の分類］欄で“請求業務、給付管理業務、審査結果印刷・・”を選択した場合 ＝＝

［拡大表示］
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をクリックすると「地域区分適用地域一覧表」

が表示されます。一覧表で確認した地域区分を画面の[地域

区分]で選択してください。

一覧から都道府県名や市町村名で検索したい場合は、ブ

ラウザの検索機能をご利用ください。キーボードの[Ctrl]

キーを押しながら[F]キーを押すことで、検索窓が開きます。

なお、「地域区分適用地域一覧表」は本マニュアル

（P.70）にも掲載しています。

割引率を設定します。（1割引＝10%）

※ 事業所独自で割引を行っている場合にのみ、

 設定が必要です。

以下のサービス種類は保険者台帳で地域区分を設定します。事業

所台帳の[地域区分]には“保険者の地域区分”が自動表示されます。

総合事業サービス：A2,A3,A4,A6,A7,A8,A9,AA,AB,AC,AD,AE

サービス種類「AF：予防ケアマネ」は、事業所台帳および保険者台帳

で地域区分を設定します。

［拡大表示］

設定内容に変更があった場合には、そ

の変更月を適用開始年月として追加作成

します。



Ⅱ．データの作成と送信準備

給付管理票と様式第七

※ クリックできない場合は以下を確認

してください。

・利用者台帳が登録されていること

・①で選択した事業所に以下のいず

れかのサービス種類が登録されて

いる必要があります。

43：居宅支援

46：予防支援

73：小規模多機能

75：予防多機能型

77：複合型看小

AF：予防ケアマネ

③ ＜給付管理票＞をクリックします

２．(１) 給付管理票

② ＜給付管理票＞をクリックします

２．給付管理票と様式第七

Ⅱ．データの作成と送信準備

① 自事業所の事業所番号を選択します

※ 事業所台帳の［事業所の分類］欄で

“請求業務、給付管理業務、審査結果

印刷などを行う事業所”を選択してい

る事業所で給付管理票の作成が可能で

す。
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給付管理票を作成する事業所（居宅

支援事業所、小規模多機能事業所）の

み以下の手順を実施します。サービス

提供事業所では給付管理票の作成は不

要です。

[メニュー表示方法]に“旧レイアウトの

メニュー表示”を選択している場合

[メニュー表示方法]に“居宅介護支援事業所向け”、

“小規模多機能型居宅介護事業所向け”を選択して

いる場合

※画面は“居宅介護支援事業所向け”の例



Ⅱ．データの作成と送信準備

給付管理票と様式第七

※ クリックできない場合は以下を確認

してください。

・利用者台帳が登録されていること

・①で選択した事業所に以下のいず

れかのサービス種類が登録されて

いる必要があります。

43：居宅支援

46：予防支援

③ ＜様式第七＞または＜様式第七

の二＞をクリックします

※ 同一対象年月に給付管理票と様式第

七を両方とも作成する場合には、給付

管理票を先に作成すると、担当介護支

援専門員番号の入力を省略できます。

① 自事業所の事業所番号を選択します

「73：小規模多機能」、「75：予防小

規模」、「77：複合型看小」は、給付管

理票は作成可能ですが、サービス計画費

は算定できないため、様式第七、七の二

は作成できません。

２．(２) 様式第七・七の二

Ⅱ．データの作成と送信準備

※ 事業所台帳の［事業所の分類］欄で

“請求業務、給付管理業務、審査結果

印刷などを行う事業所”を選択してい

る事業所で様式第七・七の二の作成が

可能です。
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[メニュー表示方法]に“旧レイアウトの

メニュー表示”を選択している場合

[メニュー表示方法]に“居宅介護支援事業所向け”

を選択している場合”

② ＜給付管理票＞をクリックします



Ⅱ．データの作成と送信準備

給付管理票と様式第七

② ＜給付管理票＞をクリックします

※ クリックできない場合は以下を確認

・利用者台帳の登録

・①で選択した事業所に以下のサービ

ス種類が登録されている

AF：予防ケアマネ

③   ＜様式第七の三＞をクリックし

ます

① 自事業所の事業所番号を選択します

２．(３) 様式第七の三

Ⅱ．データの作成と送信準備

※ 事業所台帳の［事業所の分類］欄で

“請求業務、給付管理業務、審査結果

印刷などを行う事業所”を選択してい

る事業所で様式第七の三の作成が可能

です。
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[メニュー表示方法]に“旧レイアウトの

メニュー表示”を選択している場合

[メニュー表示方法]に“居宅介護支援事業所向け”

を選択している場合”
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